
大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市
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府下自治体における｢臨時･非常勤職員の実態｣
現在

課長以上 10年度

09退職 10新採 女性数 総数 ﾒﾝﾀﾙ 再任用 3条3-3 22条2､5 17条 その他 今年 昨年

9,605 1,894 588 137 40 79 58 635 1,875 19 0 0 16.5% 16.7%

24,508 3,960 1,398 654 232 405 297 415 2,509 255 0 1,196 13.9% 10.0%

3,342 1,888 208 129 78 11 8 174 0 1,305 514 69 36.1% 34.4%

736 498 81 61 8 3 2 43 75 423 0 0 40.4% 38.1%

1,631 1,305 103 43 6 8 4 100 131 1,174 0 0 44.4% 44.0%

2,570 1,189 216 261 8 6 3 282 935 253 1 31.6% 31.5%

240 176 24 22 2 1 0 11 23 153 42.3% 51.0%

3,603 2,435 262 152 56 未集計 未集計 331 1,498 277 0 0 40.3% 30.8%

1,433 576 64 60 23 15 9 77 50 295 0 231 28.7% 27.6%

1,187 1,295 87 52 9 9 5 94 493 802 52.2% 47.3%

242 219 13 1 7 0 0 0 0 0 219 0 47.5% 44.5%

127 88 3 4 2 0 0 0 0 88 0 0 40.9% 41.6%

890 259 53 46 9 3 3 47 45 77 137 22.5% 23.1%

1,118 242 137 44 3 7 4 20 210 32 17.8% 18.2%

403 296 29 15 8 3 3 24 6 51 171 43 42.3% 42.9%

2,608 1,525 148 92 28 16 9 235 602 529 0 0 36.9% 37.0%

1,409 733 133 49 12 3 1 119 0 398 48 0 34.2% 33.5%

786 234 62 20 5 6 1 76 234 0 0 0 22.9% 22.4%

536 513 24 19 11 1 1 23 0 314 199 48.9% 47.3%

3,301 1,865 300 190 52 22 13 463 700 349 321 32 36.1% 30.5%

2,209 946 167 130 16 17 9 127 515 333 0 0 30.0% 28.9%

2011年1月24日

2010年10月1日現在の職員数

正規 非正規
臨時・非常勤数正職員 6月以上病欠 非正規の割合

臨時職員1



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市
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和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

現在

課長以上 10年度

09退職 10新採 女性数 総数 ﾒﾝﾀﾙ 再任用 3条3-3 22条2､5 17条 その他 今年 昨年

2011年1月24日

2010年10月1日現在の職員数

正規 非正規
臨時・非常勤数正職員 6月以上病欠 非正規の割合

691 367 59 47 10 0 0 3 115 252 0 0 34.7% 40.0%

866 528 72 10 7 4 3 65 119 438 37.9% 33.2%

652 334 32 26 4 2 0 63 229 105 0 33.9% 33.5%

576 296 16 22 18 36 87 209 33.9% 28.9%

885 532 46 26 22 2 2 47 183 349 37.5% 35.7%

661 520 27 22 4 3 3 9 403 117 44.0% 37.8%

413 175 13 12 3 3 2 5 175 0 0 0 29.8% 29.0%

168 115 5 2 1 0 0 3 42 73 0 0 40.6% 39.6%

117 114 5 3 2 1 1 0 27 87 0 0 49.4% 41.3%

78 29 5 0 0 1 1 0 3 0 26 0 27.1% 44.0%

6,408 2,612 539 203 75 120 56 518 955 896 29.0% 22.1%

436 305 29 15 2 0 0 41 3 60 204 0 41.2% 38.9%

783 432 64 56 29 0 0 1 231 201 0 0 35.6% 37.6%

1,952 669 77 99 12 8 7 69 236 433 0 0 25.5% 23.6%

931 967 44 36 11 3 1 11 244 721 50.9% 47.1%

1,335 540 100 71 13 25 245 39 256 28.8% 28.0%

1,138 690 49 43 10 2 1 55 365 325 37.7% 37.2%

551 294 25 5 3 3 3 14 2 185 0 107 34.8% 33.8%

468 322 13 10 2 2 1 11 ￣ 10 309 ￣ 40.8% 39.4%

168 106 2 5 1 1 0 106 38.7% 36.3%

126 101 2 3 3 0 0 0 90 11 0 0 44.5% 42.7%

387 335 14 9 13 0 0 0 65 270 0 0 46.4% 45.6%

161 177 2 2 7 1 1 0 12 0 156 9 52.4% 50.8%

82,435 32,696 5,338 2,905 871 771 513 4,272 13,263 10,603 2,304 3,824 28.4% 23.7%
ﾒﾝﾀﾙ率 66.5% 13.9% 10.0%

52.4% 51.0%
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大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

時間額 支払 昨年 時間額 支払 昨年 時間額 支払 時間額 支払 職種 時給 昨年 職種 時給 昨年

934 日給 905 934 日給 905 1,172 月給  事務補助 934 905 医師 4,045 4,045

779～
938

日給 763
920～
1,365

日給
月給

920
938～
1,268

日給
月給

1,512 月給 一般事務 779 763 医師 8,666 8,090

937 日給 937 1,328 日給 1,328 用務員 899 899
作業療法士
理学療法士
言語聴覚士

2,017 2,017

865

労働時間
で月給・
日給・時
給に

865 1,055
労働時間
で月給・日
給・時給に

1,055 一般事務 865 865 臨床心理士 1,546 1,546

885 時給 885 1,186 時給 1,186 939 時給 1,840 月給

ファミリー
サポートセ
ンター、
託児補助

812 812 葬儀業務員 1,792 1,792

810 月給 810 1,090 月給 1,090 1,584 月給 事務職 810 810 保健師 1,230 1,230

890 時給 890 1,100 時給 1,100 945 時給 事業補助 820 820 保健師 1,810 1,810

1,000

月給(嘱託3
条)　日給
(22条)
時給
(パート3条)

1,000 1,390

日給
(22条)
時給
(パート
3条3号3項)

1,390 1,280

日給
(22条)
時給
(パート
3条3号3項)

1,540 月給 一般事務 1,000 1,000 市立病院医師 9,375 9,375

840 月給 840 1,120 月給 1,120 840 月給 事務補助 840 840
小中学校講
師 1,820 1,820

1,000 日給 1,000 1,314 日給 1,314 1,314 日給 1,696 月給
給食パー
ト

889 889 障害相談員 3,429 3,429

810 時給 920 1,020 時給 1,100 900 時給 1,450 時給 一般事務 810 920 医師 13,000 13,000

790 月給 790 970 月給 970 820 時給 一般事務 790 790 保健師 1,800 1,300

928 時給 837 1,106 時給 1,192 事務補助 928 837 保健師 1,193 1,486

1,084 日給 1,080 1,321 日給 1,317 1,990 月給 事務 1,084 1,080 消費生活相談員 1,990 1,646

860 日給 860
860～

960
日給

860～
960

860～960 日給
一般事務
補助

860 860
心理相談
員

1,548 1,548

781 日給 781 979 日給 979 863 日給 本庁宿直代行員 779 762 家庭児童相談員 1,606 1,606

863 日給 863 1,086 日給 985 1,086 日給 1,843 月給 施設の用務 854 854 言語聴覚士 2,394 1,837

890

週5日、9時
～17時30分
は月額、9時
～17時30分
で週2日or3
日は日額、
短時間労働
は時間給

890

有資格
1100
円、
無資格
980円

週5日、9時
～17時30分
は月額、9時
～17時30分
で週2日or3
日は日額、
短時間労働
は時間給

970～
1300

週5日、9時
～17時30分
は月額、9時
～17時30分
で週2日or3
日は日額、
短時間労働
は時間給

一般事
務

890 890 保健師など 1,440 1,430

840 840 1,100 1,100 867 1,846 月給 事務職 840 840 保健師 1,950 1,950

800 日給 780 1,613 月給 1,101 1,379 月給 1,613 月給 事務補助 781 780
保育士
消費生活

1,613 ####

818 日給 785 1,037 日給 999 818 日給 1,156 日給 事務職 818 785
訪問看護師
(正看)

1,561 1,498

「 臨 時 職 員 」 の 時 間 給
図書館司書 最高時給消費生活相談員 最低時給一般事務 保育士
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柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

時間額 支払 昨年 時間額 支払 昨年 時間額 支払 時間額 支払 職種 時給 昨年 職種 時給 昨年

「 臨 時 職 員 」 の 時 間 給
図書館司書 最高時給消費生活相談員 最低時給一般事務 保育士

800 日給 767 932 日給 932 事務職 800 767 看護師 1,800 2,400

805 時給 800 985 時給 980 2,400 日給 一般事務 805 800 消費生活相談 2,400 1,400

813 時給 787 1,107 時給 1,070 1,067 時給 一般事務 813 787 保育士など 1,107 1,070

790 時給 790 950 時給 870

調理助
手
（無資格
者）

780 762
作業員
（重作業）

1,190 1,190

840 時給 800 1,000 時給 935 980 時給 一般事務 840 800 現業 1,200 1,155

795 時給 795 945 時給 945 事務補助 795 795 保健師 1,235 1,235

800～
1,283

時給 770

　
1,000
～
1,480

時給 1,000 一般事務 800 770 保健師 1,950 1,950

810 時給 810 1,108 月給 1,108 1,039 月給 810 時給 配膳員 780 780 保育士 1,108 1,108

780
840

時給 810 1,166 1,166 月給 一般事務 780 770
ケアマネー
ジャー

1,519 1,486

780 時給 780 950 時給 950 一般事務 780 780 介護支援専門員 1,400 1,000

850 月給 850 1,066 月給 1,066 850 月給 1,146 月給 技能労務職 813 786
言語聴覚士
理学療法士
作業療法士

2,000 2,000

937 月給 889 1,187 月給 1,139 一般事務 906 889 一級建築士 2,500 2,500

820 日給 820 1,027 日給 1,027 一般事務 820 820
保健師・助
産師

1,469 1,469

803 日給 803 1,106 日給 1,106 事務 803 803 保健師 1,640 1,640

830
1,225

時給
月給

820
1,090
1,315

時給
月給

1,080
930
1,360

時給
月給

清掃員など 820 810 ろうあ福祉指導員 2,567 1,580

855 月給 845 1,240 月給 1,235 950 月給 一般事務 855 845 保健師 1,720 1,715

860 日給 854 1,032 日給 1,024 860 日給 1,574 月給 事務職 860 854 消費生活相談員 1,574 2,548

862 日給 770 1,050 日給 866 850 日給 受付業務 779 770 保健師 1,729 1,729

800 日給 800 1,194 月給 1,194 848 月給 給食配膳員 780 780 ケアマネージャー 1,446 1,446

850 月給 850 1,100 月給 1,100 1,000 月給 一般事務 850 850 保健師 1,600 1,600

780 時給 780 980 日給 980 980 日給 2,636 月給
用務員
一般事務
補助員

780 780
消費生活相
談員 2,636 1,250

850 時給 850 1,050 時給 1,050 900 時給 事務補助員 850 850
スポーツ振興
企画　　総括
事務嘱託員

2,600 2,400

790 時給 760 1,020 時給 1,020 1,020 時給 3,333 日給 用務員 780 762 看護師等 1,420 1,420

853 839 1,099 1,071 990 1,763 835 828 2,401 ####
780 760 932 866 818 810 779 762 1,107 1,000

1,084 1,080 1,613 1,390 1,379 3,333 1,084 1,080 13,000 13,000

臨時職員4



大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

◎ × ○ × △
常用的雇用関係が
認められるか

99 ○ 229 × × × × ○ × × ×

○ × ○ × × 0 × 0 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

◎ × × × △
契約期間が2ケ月を超
える人で、正規職員の
概ね3/4以上の人

○ △

雇用期間が6ケ月以
上及び継続して6ケ
月以上勤務してい
る人で、勤務時間が
概ね1日3時間以上
かつ週3日以上勤
務している人

○ ○
○
短
期

○ ○ ○ ○

◎ × ○ × × 　 × ○
診断実施日以前1
年間の勤務実績
があるもの

× × ○ ○

◎ × ○ × △
常勤職員の勤務時間
数の４分の３以上勤務
している者

0 ○ 0 ○ × ○ × ○ × × ×

× × × × × × × × × × × × × ×

◎ × ○ × × 0 ○ 1 × ○ ○ × ○ × × ×

◎ × ◎ × △

週の勤務時間及び勤
務日数が常勤職員の
3/4以上かつ2ケ月を超
える勤務が見込まれる
場合

　 ○ 　  ○ × × × ○ × ○ ×

◎ × ○ × × × × ○ × × ○ × × ×

介護
休暇

育児
休暇

子の
看休

雇用保険社会保険退職金

◎労基
○独自

生理
休暇

◎準拠
○独自

人数

健康診断

有無 基準

非常勤職員の欄にて回答

加入基準

慶弔
休暇

有無 人数 基準
◎全員
△一部

夏季
休暇

○実施
△一部

◎準拠
○独自

研修

パ ー ト 職 員 の 労 働 条 件

臨時職員5



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

介護
休暇

育児
休暇

子の
看休

雇用保険社会保険退職金

◎労基
○独自

生理
休暇

◎準拠
○独自

人数

健康診断

有無 基準 加入基準

慶弔
休暇

有無 人数 基準
◎全員
△一部

夏季
休暇

○実施
△一部

◎準拠
○独自

研修

パ ー ト 職 員 の 労 働 条 件

○ × ○ ○
在職期間が継
続して10年以
上

△

1日又は1週間の勤務
時間が正職の3/4以上
で連続して2ヶ月以上雇
用の者

10  ○ 45  ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × △
週30時間以上の勤務
者

13 ○ 60 △
週30時間以上の勤
務者及び保育士

× × × ○ × ○ ○

○ × ◎ × △

雇用期間が２月を超
え、かつ勤務時間が1
週27時間以上の勤務
者

33 ○ 49 △

雇用期間が２月を
超え、かつ勤務時
間が1週27時間以
上の勤務者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ◎ × △
2ヶ月以上雇用見込み
で、週の勤務時間が29
時間以上

13 ○ 90 △

連続して6ヶ月以上
勤務、かつ1日あた
りの勤務時間7時間
30分以上

○ ○ × ○ × × ×

◎ × ○ × △
職員の週勤務時間が
3/4以上かつ2ケ月以上
雇用となる場合

　 ○ × × × × × × × ×

× × × × × ○ 239 × × × × × × ×
○

新採
時

◎ × × × × ○ 24 △

健康保険に加入し、
かつ1年以上の雇
用している人又は、
子どもと接する仕事
をしている人

× × × × × × ×

◎ × ○ × △
正規職員の４分の３程
度の勤務時間

○ ○ × ○ × ○ × ○ ×

臨時職員6



大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

○ ◎ ◎ × △
常用的雇用関係が
認められるか

151 ○ 149 × ○ ○ × ○ × ○ ×

○ × ○ × △

①2ケ月を超える雇用
②就労日数が月15日
以上、③週25時間以上
の労働時間を同時に満
たすこと

563 ○ 554 ○ ○ × × × × ○ ○

◎ × ○ × △

勤務時間29時間以上
かつ2ケ月以上の雇
用、　1ケ月おおむね
100時間以上

89 ○ 95 ○ × × × × × × ×

◎ × × × △
契約期間が2ケ月を超
える人で、正規職員の
概ね3/4以上の人

585 ○ 706 △

雇用期間が6ケ月
以上及び継続して6
ケ月以上勤務して
いる人で、勤務時
間が概ね1日3時間
以上かつ週3日以
上勤務している人

○ ○
○
短
期

○ ○ ○ ○

◎ × ○ × △
週25時間を超え、2ケ月
以上の雇用見込みが
あるもの

263 ○ × × × × ○ × × ○

◎ × ○ × △

2ヶ月を超える契約、所
定労働日数と1日の所
定労働時間が正職員
の3/4以上

98 ○ 141 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

○ × ○ × △
2ケ月を超えて雇用見
込みがある場合 645 ○ 645 △

1年以上雇用見
込みがある場合

× ○ × ○ × × ○

◎ × ○ × △
週30時間以上の勤
務あり

129 ○ 151 △ 健康保険の加入者 × × × ○ ○ × ○

○ × ○ × △
一日6時間以上かつ週
4日以上勤務 302 ○ 316 △

健康保険加入対象
者 × ○ × ○ × ○ ○

◎ × ○ × △
常勤職員の勤務時間
数の４分の３以上勤務
している者

0 ○ 0 ○ × ○ × ○ × × ×

○ × ○ × △
正規職員の勤務時間
の概ね4分の3以上の
勤務する者

78 ○ 76 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × △
正規職員の勤務時間
の4分の3以上の勤務
する職員

30 ○ 8 △

継続して正規職員
の勤務時間の4分
の3以上の勤務す
る職員

× × × ○ ○ × ×

○ × ◎ × △
概ね週３０時間以上勤
務し2ケ月を超える雇用
がある人

12 ○ 122 △
大阪府市町村職員
健康保険組合に加
入している人

○ ○ × ○ × × ×

◎ × ○ × △
勤務時間が週２９時間
以上かつ任用期間が３
ケ月以上

25 ○ 40 △
健康保険に加入
している者

○ ○ × ○ × × ×

◎ × ○ × △
健保厚年は週29時間
超、雇用保険は週20時
間以上

約150 ○ 約320 ×
一
部
○

× × ○ ○ × ×

◎ × ◎ × △

週の勤務時間及び勤
務日数が常勤職員の
3/4以上かつ2ケ月を超
える勤務が見込まれる
場合

369 ○ 380  ○ × × × ○ × ○ ×

○ × ○ × △
任用期間が2ケ月1日
以上、かつ概ね週29時
間以上勤務する場合

133 ○ 143 △

半年以上の任用が
見込まれる者で、
所属長が認めた
者、実施日現在に
おいて任用してい
る者

× × × ○ × × ×

◎ × ○ × △ 週29時間超　勤務者

220
非常
勤との
合計
人数

○

305
非常
勤との
合計
人数

△ 社会保険加入者 ○ × ○ ○ ○ × ○

◎ × ○ × △
2ヶ月以上の雇用期間
がある者 ○ ○ ○ × × ○ × × ○

◎ × ○ × △
週25時間以上勤務
かつ2ケ月超勤務の
者

410 ○ 415 ○ × × × ○ × ○ ×

基準有無
◎全員
△一部

加入基準 人数

研修
慶弔
休暇

育児
休暇

子の
看休

有無

臨 時 職 員 の 労 働 条 件
退職金 社会保険

◎準拠
○独自

◎準拠
○独自

人数

生理
休暇

夏季
休暇

○実施
△一部

基準

健康診断雇用保険

◎労基
○独自

介護
休暇

臨時職員7



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無
基準有無

◎全員
△一部

加入基準 人数

研修
慶弔
休暇

育児
休暇

子の
看休

有無

臨 時 職 員 の 労 働 条 件
退職金 社会保険

◎準拠
○独自

◎準拠
○独自

人数

生理
休暇

夏季
休暇

○実施
△一部

基準

健康診断雇用保険

◎労基
○独自

介護
休暇

◎ × ○ × △
正規職員の3/4以上
の勤務時間の者

155 ○ 252 △ 社会保険加入者 × × × × × × ×

◎ ◎ ◎ × ◎ 30 ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × ◎ 　 　  ○ 　 ○ 　 ○ ○ × ○ × ○ ○

◎ ○ ○ × △

1日の勤務時間及び1ヶ
月の勤務日数が正職
員の4分の３以上で、か
つ、勤務期間が2ヶ月を
超える場合

62 ○ 155 △
社会保険（健康
保険）加入者

× × × × × × ×

◎ × 　○ △
2ケ月を超える雇用で
正規職員の3/4以上の
勤務

82 ○ 349 △ 社会保険の加入 × × ○ ○ ○ ○ ×

◎ × ○ × △
健康保険法・厚生年金
保険法の規定による 48 ○ 155 △ 被用者健保加入者 × × ×

○
無給

× × ○

◎ × × × △ 週29時間以上 26 ○ 61 △ 週19時間以上 × ○ × × × × ×

◎ × × × △
2ヶ月以上または29時
間以上の職員

18 ○ 18 △ 社会保険加入者 × × × × × × ×

× × × × × × ○ × × × × × × ×

○ × ○ × △

雇用期間が２ヶ月を超
え、週勤務日数が４日
以上、１日の勤務時間
が６時間以上または週
の勤務時間が３０時間
以上の者

816 ○ 991 △
１年以上の雇用見
込み、かつ、週３日
以上勤務

× ○ × ○
○
無
給

○ ○

○ ○ ◎ × △

雇用期間が２月を超
え、かつ勤務時間が1
週27時間以上の勤務
者

60 ○ 60 △
任用期間が6月
以上の者

○ ○ × ○ × ○ ○

○ × ◎ × △

連続して6ヶ月以上勤
務し、かつ1日あたりの
勤務時間が7時間30分
以上あること

79 ○ 79 △

連続して6ヶ月以上
勤務し、かつ1日あ
たりの勤務時間が7
時間30分以上ある
こと

○ ○ × ○ × × ×

◎ × ○ × △ 　 　 ○ × × × × × × × ×

◎ ○ ○ × △
正規職員の3/4以上
の勤務

184 ○ 200 △ 社会保険加入者 × × × × × × ×

○ ◎ ◎ × ◎ ○ 39 ○ × ○ × × × × ×

○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × ○

◎ × × × △ 法令遵守 98 ○ 103 △

健康保険に加入
し、かつ1年以上
雇用している人
ま又は、子どもと
接する仕事をし
ている人

× × × × × × ×

◎ × ○ ◎ 10 ○ 10 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○

◎ × ○ ×
正規職員の４分の３
程度の勤務時間

○ ○ × ○ × ○ × ○ ×

○ × × × △

1日又は1週間の所
定勤務時間が正規
職員の勤務時間の
3/4以上

5 ○ 7 ○ × × × × × × ×

◎ × × × △
正職員の勤務時間
の4分の3以上

79 ○ 186 △
社会保険(健康
保険)加入

× × × ○
無給

× × ○
一部

◎ × ○ × △
短時間勤務の者（正
規職員労働時間の
3/4未満）

105 ○ 121 ○ × × × ○ × ×

×
職種
により
一部
有

臨時職員8



大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

○ × ○ 　 △
法令の定めるところによ
る

1,003 ○ 1,093 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × △

①2ケ月を超える雇用　②
就労日数が月15日以上、
③週25時間以上の労働
時間を同時に満たすこと

532 ○ 532 ○ ○ ○ × × × ○ ○

◎ × ○ × △

勤務時間29時間以上か
つ2ケ月以上の雇用、　1
ケ月おおむね100時間以
上

191 ○ 242 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

◎ × ○ × △ 　 877 ○ ○
週25時間を超え、2
ケ月以上の雇用見
込みがあるもの

○ ○ ○ ○ × ○ ○

○ × ○ × △

週の勤務時間が24時間
以上の者(1日の平均時
間が5時間未満の者は除
く)かつ2ケ月を超えて雇
用見込み

507 ○ 600 △

1年以上雇用見込
みがある者のうち、
週２０時間以上勤
務又は週３日以上
勤務がある者

○ ○
○
短
期

○ × ○ ○

◎ × ○ × ◎ 50 ○ 50 ○ 　 × × × ○ ○ × ○

○ × ○ × △
一日6時間以上かつ週4
日以上勤務 53 ○ 51 △

健康保険加入対象
者 × ○ × ○ × ○ ○

◎ × ○ × △
常勤職員の勤務時間数
の４分の３以上勤務して
いる者

74 ○ 128 ○ × ○ × ○ × × ×

◎ × ○ × △
勤務時間が週２９時間以
上かつ任用期間が３ケ月
以上

31 ○ 42 △
健康保険に加入
している者

○ ○ × ○ × × ×

○ × ○ × △
健保厚年は週29時間超、
雇用保険は週20時間以
上

約380 ○ 約470 △
正職員の3/4以上
の勤務の者

○
一
部

○
一
部

○
短
期

○ × ○ ×

◎ × ◎ × △

週の勤務時間及び勤務
日数が常勤職員の3/4以
上かつ2ケ月を超える勤
務が見込まれる場合

43 ○ 44 ○ × ○ × ○ × ○ ×

○ × ◎ × △

正職員の概ね3/4以上の
時間・日数を勤務し、雇
入期間が2ケ月1日以上、
かつ概ね週29時間以上
勤務する場合

43 ○ 60 ○

正職員の概ね3/4
以上の時間・日数
を勤務し、雇入期
間が2ケ月1日以
上、かつ概ね週29
時間以上勤務する
場合

○ ○  ○ ○ × × ×

◎ × ○ × △ 週29時間超　勤務者

非常
勤と
の合
計人
数220

○

非常
勤と
の合
計人
数305

△ 社会保険加入者 ○ ○ ○ ○ ○ × ○

◎ ◎ ◎ ○
上限３ヶ月
分

△
常勤職員の4分の３以
上の勤務時間

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

◎ ○ ◎ × △
週25時間以上勤務の
者

140 ○ 140 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

有無

雇用保険 健康診断
非 常 勤 職 員 の 労 働 条 件

加入基準 人数

育児
休暇

社会保険 子の
看休

◎準拠
○独自

人数
○実施
△一部

基準
◎労基
○独自

研修
退職金

基準

夏季
休暇

生理
休暇

有無

慶弔
休暇

介護
休暇

◎準拠
○独自

◎全員
△一部

臨時職員9



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無
有無

雇用保険 健康診断
非 常 勤 職 員 の 労 働 条 件

加入基準 人数

育児
休暇

社会保険 子の
看休

◎準拠
○独自

人数
○実施
△一部

基準
◎労基
○独自

研修
退職金

基準

夏季
休暇

生理
休暇

有無

慶弔
休暇

介護
休暇

◎準拠
○独自

◎全員
△一部

◎ × ○ × △
1日又は1週間の勤務時
間が正職の3/4以上で連
続して2ヶ月以上雇用

98 ○ 230 ○
○
一部
職種
のみ

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ◎ ◎ 　 183 ○ 183 ○ 　 × ○ ○ ○ ○ ○ ×

◎ × ○ × △

週労働時間が概ね正規職員
の3/4以上の場合（雇用保険
は週20時間以上で1ヶ月の雇
用見込み基準

約10 ○ 約10 △

社会保険に加入し
ていることを一定の
基準にしているが、
場合によって柔軟
に対応している

× ○ × × × ×

◎ × × × △
2ヶ月以上または29時間
以上の職員

18 ○ 18 △ 社会保険加入者 × × × × × × ×

○ × × × △
勤務時間が正職員に３/
４以上

6 ○ 6 ○ × × × × × × ×

○ × ○ × △

雇用期間2ヶ月を超え週勤務
日数3日以上週勤務時間15
時間以上の者。雇用期間2ヶ
月を超え週勤務日数が4日以
上月の勤務時間が100時間
以上の者は組合健保に加入

852
上下
水道
局・病
院除く

○ 776 △
週３日以上の勤
務

○ ○
○
無
給

○
○
無
給

○ ○

○ × ◎ × △
雇用期間が２月を超え、
かつ勤務時間が1週27時
間以上の勤務者

47 ○ 47 △
週4日以上の勤
務者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ × ○ × ◎ 　 　 ○ ○ × ○ × × ○ ○

○ ◎ ◎ × ◎ 222 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ × ○ × ◎ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

× × × × △ 1 ○ 1 × × × × × × ×

◎ × ○ × △
勤務時間が正規職員の
3/4以上 153 ○ 178 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○

◎ × ○ △
正規職員の４分の３程
度の勤務時間

88 ○ 96 ○ × ○ × ○ × ○ ×

臨時職員10



大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

年休一時金通勤費

○実施

△一部 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

○ × ◎ × △
常用的雇用関係
が認められるか

1,946 ○ 1,893 △ ○ ○ × ○ × ○ ×

◎ × × × △

契約期間が2ケ月を
超える人で、正規職
員の概ね3/4以上の
人

119 ○ 119 △

勤務時間が常勤
職員の3/4を基本
として定めている
人

○ ○
○
短
期

○ ○ ○ ○

◎ × ○ × △
週25時間を超え、2
ケ月以上の雇用見
込みがあるもの

　 ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ × ○ ○

◎ × ○ × △

2ヶ月を超える契約、
所定労働日数と1日
の所定労働時間が
正職員の3/4以上

17 ○ 28 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

◎ × ○ × △
常勤職員の勤務時
間数の４分の３以上
勤務している者

0 ○ 0 ○ × ○ × ○ × × ×

○ × ○ × △
正規職員の勤務時
間の4分の3以上の
勤務する職員

　 ○ 39 △

継続して正規職員
の勤務時間の4分
の3以上の勤務す
る職員

× ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ × ◎ × △
概ね週30時間以上
勤務している人

29 ○ 28 △
大阪府市町村職
員健康保険組合
に加入している人

○ ○ × ○ × × ×

◎ × ◎ × △

週の勤務時間及び
勤務日数が常勤職
員の3/4以上かつ2
ケ月を超える勤務が
見込まれる場合

　 ○ 　 ○ × ○ × ○ × ○ ×

◎ × ○ × △
常勤職員の4分の
３以上の勤務時
間が必要

588 ○ ○ ○ ○ × × × × ○

◎ ○ ◎ ○ ○ 　 320 ○ 320 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

生理
休暇

基準
◎全員
△一部

加入基準 基準

育児
休暇

健康診断

有無

介護
休暇

退職金 夏季
休暇

慶弔
休暇

雇用保険社会保険 研
修

嘱 託 職 員 の 労 働 条 件

◎準拠
○独自

子の
看休

◎労基
○独自

人数
◎準拠
○独自

有無 人数

臨時職員11



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

年休一時金通勤費

○実施

△一部 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

生理
休暇

基準
◎全員
△一部

加入基準 基準

育児
休暇

健康診断

有無

介護
休暇

退職金 夏季
休暇

慶弔
休暇

雇用保険社会保険 研
修

嘱 託 職 員 の 労 働 条 件

◎準拠
○独自

子の
看休

◎労基
○独自

人数
◎準拠
○独自

有無 人数

◎ × ◎ × △
週の勤務時間が
正規職員の3/4以
上

115 ○ 115 ○ ○ ○ × × × × ×

◎ × ○ ○
在職期間が継続して5年
以上

△

1日又は1週間の勤
務時間が正職の3/4
以上で連続して2ヶ
月以上雇用

108  ○ 116 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ○ × ◎ 　 　  ○ 229 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ◎ ○

退職日の基本報酬月額に在職期
間の区分に応じて下記割合を乗
じて得た額 　　・6月未満0%
・6月～1年　10%　・1年～2年　30%
・2年～3年　60%　・3年～4年　90%
・4年～5年120%　・5年～6年150%

◎ ○ 86 ○ ○ ○ × ○ × × ×

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

○ × ◎ × △
健康保険法・厚生年
金保険法の規定に
よる

284 ○ 308 ○ 　 × ○ ○
○
無
給

○ ○ ○

◎ × ○ × △
非常勤職員に同
じ

約60 ○ 約60 △
非常勤職員に
同じ

○ ○ × ○ × × ×

◎ × ◎ × △ 週29時間以上 32 ○ 37 △ 週19時間以上 × ○ × × × × ×

◎ × ◎ × △ 週4/5日以上 25 ○ 25 △
社会保険加入
者

○ ○ × × × × ○

○ × × × ◎ 3 ○ 3 ○ ○ ○ × × × × ×

○ × ◎ × ◎ 16 ○ 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ × ◎ × ◎ 231 ○ 231 ○ ○ ○ × ○ × × ×

○ × ◎ × △
正規職員の3/4以
上の勤務

200 ○ 200 △
社会保険加入
者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ × ○ × △
正規職員の４分
の３程度の勤務
時間

○ ○ × ○ × ○ × ○ ×

○ × ○ × △

1日又は1週間の
所定勤務時間が
正規職員の勤務
時間の3/4以上

51 ○ 64 ○ × ○ × ○ × × ○

○ ○ ○ × △
正職員の勤務時
間の4分の3以上

46 ○ 55 ○ 　 ○ ○ ×
○
無
給

× ×
○
一
部

○ ○ ◎ × ◎ ○ 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

臨時職員12



大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

　 　 　 　 　

○ ◎ ◎ × × 0 × 0 × ○ ○ ○ ○ × ○ ×

◎ ◎ ◎ × ◎ 　 60 ○ 60 ○ 　 ○ ○ 　○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ × ◎ 　 1 ○ 1 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ◎ ◎ × ◎ 　 　 ○ 　全員 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ × ◎ 　 153 ○ 153 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ × ○ × △
常勤職員の勤務時
間数の４分の３以上
勤務している者

0 ○ 0 ○ × ○ × ○ × × ×

○ ◎ ○ × ◎ 42 ○ 42 ○ ○ ○ × ○ × × ×

○ ◎ ◎ × ◎ 　
約
290

○
約
290

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ × ◎ 170 ○ 168 ○ ○ ○ × ○ × ○ ×

○ ◎ ◎ × ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

慶弔
休暇

介護
休暇

有無
○実施
△一部

基準

育児
休暇

基準

夏季
休暇

人数加入基準
◎全員
△一部

生理
休暇

子の
看休

人数

健康診断
研修

任 期 付 短 時 間 職 員 の 労 働 条 件
退職金 社会保険 雇用保険

◎準拠
○独自

◎労基
○独自

有無
◎準拠
○独自

臨時職員13



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

年休一時金通勤費

有無 有無 有無 有無 有無 有無 有無

慶弔
休暇

介護
休暇

有無
○実施
△一部

基準

育児
休暇

基準

夏季
休暇

人数加入基準
◎全員
△一部

生理
休暇

子の
看休

人数

健康診断
研修

任 期 付 短 時 間 職 員 の 労 働 条 件
退職金 社会保険 雇用保険

◎準拠
○独自

◎労基
○独自

有無
◎準拠
○独自

○ ◎ ◎ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ × ◎ 1 ○ 1 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×

○ ◎ ◎ × ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ◎ ◎ × ◎ 235 ○ 212 ○ ○ ○ ○ ○
○
無
給

○ ○

◎ ○ ◎ × △ 法令遵守 94 ○ 107 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

◎ ◎ ◎ × ◎ 　 3 ○ 3 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○

◎ ◎ ◎ × △
短時間勤務の者
（正規職員労働時
間の3/4未満）

4 ○ 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

臨時職員14



大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

人/日 時間/日 日/週

△ 66,536,262 68,724
データ等作業・管理業務3人、電話
交換業務1人、授業料減免業務6
人、秘書・ファイリング8人

18

△ 34,524,000 65,555 14 5～8 5
案内業務20人　　　　　　　　　　　　税
業務電話対応100人

120

△ 27,596,520
期日前投票業務及び投票事務従事
者、半日173名×2、　1日100名、
看護業務　13人

把握していない

△ 41,025,600 40,562 0

△ 64,086,750 57,482 0

△ 4,410,000 4,737 0

△ 22,738,919 16,542 0

△ 25,316,000 約15,000 事務補助、秘書業務

△ 49,240,800 18,937 6 7 看護師20人、秘書業務2人 22

○ 0

△ 1,390,859 9,984 2 4 5 0

△ 18,774,000 11,259
導入しているが、各課対応のため、
一括して業務内容、配置人数を把
握している部署はない。

△ 35,339,220 延床面積10,909.89 0

△ 6,528,900 5,255 把握していない 0

△ 17,640,000 22,688 0

△ 14,193,900 1,163,403 9 4.3 5 把握していない

△ 16,254,000 8,968 11 5 5
選挙事務補助　　延べ127人
郵送業務　3人

130

△ 7,610,400 5,821 0

△ 51,893,940 50,052 0

△ 14,616,000 22,851,302 15 一般事務11人、教育支援5人 16

清掃以外も含めた総合契約
の為、算出不可。

12人×3時間×5日
3人×6時間×5日
1人×8時間×5日
1人×3.5時間×3日
1人×5.5時間×2日

各人異なる

総合管理のため、清掃、設備管
理、警備を一括で委託
1人×10時間×5日
5人×7時間×5日

委託設定人数委託費

契約上、従業員数の指定は
していない

庁舎清掃 派遣労働者

業務内容と人数契約数量
○直庸
△委託

人数
合計

5人×3.5時間×5日、1人×
4.5時間×5日、1人×4時間
×5日、１人×7時間×5日

2人×8時間×5日
4人×4時間×5日

6人×2.5時間×5日
1人×5時間×5日

臨時職員15



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

人/日 時間/日 日/週

委託設定人数委託費

庁舎清掃 派遣労働者

業務内容と人数契約数量
○直庸
△委託

人数
合計

△ 0

△ 19,693,800
37,651　敷地12,039㎡建物
25,611㎡ 0

△ 45,077,760 15,103 17 4 5 0

△ 9,842,400 11,038 10 4 5 0

△ 20,307,420 14,050 14 3 5 0

△ 45,097,500委託総額 13,800 8 7 5
参議院選挙事務223人、
市議会議員選挙事務113人

336

△ 6,765,192 3,307 3.75 6.9 5.25 0

△ 4,777,500 2,118 3 5～7 5 0

△ 4,000,500 1,798 4 3 5 0

○ 0

△ 30,521,610
日常清掃（毎日）29,431.0
週間清掃（週１回）1,939.9
定期清掃（年数回）54,202.8

13

日常清掃
午前７時
から午後
９時

政令２６業務（５号）　５７人
自由化業務（事務）　１７人

74

△ 11,446,750 約15,000 0

△ 6,541,536 11,618 0

△ 78,225,000 37,127 0

△ 77,706,400 庁舎延庁面積　　　10,101 地域包括支援　1人 1

△
26388000但し、庁舎警備、ビル管理、消
防点検を含む一括契約 9,857 0

△
3,374,700　清掃管理・定期清掃・警備保安
管理・庁舎案内・建築物環境衛生管理業
務含む

9,865 10 8 5 0

△ 5,166,000 4,882 2 6 5 0

△ 0

△ 17,868,316 12,996 10 4 5 0

○ 0

△ 6,293,700 2,615 2 7 4 0

○ 0

合計 938,810,154 24,736,290 合計 717
平均 25,373,247 650,955

庁舎警備と合算での契約の為、個計算ができません

特に指定なし

庁舎警備、空調管理、庁舎清
掃、受付業務すべてを含めた
契約となる。

1日1人×8時間×週6日
１日3人×3時間×5日
人障害者雇用の為、週20時
間程度

1日11人×7.5時間×週5日
1日1人×8.5時間×週5日

5人×5.5時間×5日
2人×2.5時間×5日
1人×1.5時間×5日
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大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

シルバー人材センター

0 漁港内の巡視、清掃

0

撤去した自転車の保管所運営、自転車利用者に対する啓発
指導、自転車駐車場等維持管理業務、トイレ清掃業務、除
草、施設運営、介護保険住宅改修費等適正給付事業委託、
会館管理・運営業務、大阪市広報板へのポスター掲出業務、
新聞未購読世帯への大阪市政だより配布業務

0
市営駐輪場の管理、体育館の駐輪場整理、公園清掃
などを委託している。

0 把握していない

窓口受付員　9人、学童指導員48人 57
施設管理業務、清掃業務、ぱとろーる業務、植木剪定
業務など

一般ゴミ収集・不法投棄の回収など1人 1

0 美化作業、町営住宅

事務・社会福祉職・保険専門職72人、放課後子どもクラブ指導員86人。学校図書館専
任職員・司書59人、保育士6人、小中学校障害児介助員25人、技術職(電気)2人、市立
病院医療関係47人

297 財産区及び市有地の除草・旧公館の清掃業務

事務補助等　　153人 153
清掃業務、霊園業務、除草、自転車駐輪場、植木剪定
など43業務

0 建物管理、清掃作業

0 植木の剪定

0 庁舎清掃、庁舎周辺草刈り、　宿直

0
現課対応のため、内容を一括して把握している部署は
ない

0 施設清掃・管理、自転車整理

ふれあい指導員１７人、学校支援員９人、早朝薄暮保育士１３人、図書館司書３人 42 なし

主なもの　　留守家庭児童会室業務173人、延長保育業務48人、図書館業務42人 297
自転車放置禁止区域内指導・整理業務、淨書業務、
郵便物集配業務など

事務15人、児童指導員61人、保育業務58人、図書館における司書業務9人、
栄養士業務3人、看護師業務5人、精神保健福祉士1人、施設の用務1人、学校
の用務

170 公園の管理、植木の手入れ、公園・施設の清掃など

0
電話交換業務、市民情報コーナー業務、車両整備業
務、マイクロバス運転業務　　他

0 なし

0

0 市営住宅の営繕の補助、集会所の清掃など

任期付短時間職員

業務内容と人数
人数
合計

採用業務内容

臨時職員17



柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

シルバー人材センター任期付短時間職員

業務内容と人数
人数
合計

採用業務内容

0 草刈り

税徴収 1 自転車駐車場管理業務

0 校務員、小学校の安全員、公園管理など

0 一部の公共施設における清掃業務

0 時季的に多量の人手を必要とする業務など

0
市道敷除草業務、資源選別作業所選別業務、市立小
中学校緑地管理業務　他

臨床心理に関する業務 1
市内霊園の総合管理業務　　　　　各幼稚園・小学校の環境
安全業務　浄水場の清掃業務　等

徴収業務　1人 1 道路敷草刈り業務

0 公園、道路（植栽）の維持管理

0 学校安全対策受付業務

一般事務　４８人、社会福祉　４７人、保育士　４３人、司書　８人、校務支援員
９７人

243 植木の剪定、草刈り等

0 なし

0 採用している

0 なし

庁舎清掃・緊急雇用創出事業業務・粗大ゴミ収
集

0 業務委託として様々な事業を委託

0
庁舎管理・車両管理・守衛・駐車場整理・樹木の剪定・
草刈り

一般事務（産休・育休代替）3、栄養士1、家庭児童相談員2、介護保険事務職員1、介護
保険認定調査員3、学校給食センター従事職員1、看護師2、管理栄養士1、教育支援セ
ンター指導員2、教育相談員1、後期高齢者医療制度従事職員2、国民年金事務職員1、
市営住宅管理業務従事職員1、市民課業務従事職員6、社会福祉従事職員2、手話通
訳指導員1、心理判定員1、精神保健福祉士1、税業務従事職員2、税調査官1、調理員
5、保育士7、保育士（時差）3（短時間）8（療育指導員）1、母子自立支援員1、幼稚園教
諭19、幼稚園助教諭9、留守家庭児童会指導員18、療育指導員1

107 除草作業、霊柩車運転、清掃業務委託等

税務　3人 3 幼稚園送迎バス運転

0 公園管理・駐輪場の管理（整理）等

0 除草作業、駐車場管理、剪定

0
清掃・除草・屋内外雑務・施設管理・植木剪定・襖大工
など

税務関係 ２人、年金関係１人、
福祉関係４人、企画関係２人

9 なし

1,382
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大阪府

大阪市

吹田市

摂津市

茨木市

高槻市

島本町

豊中市

箕面市

池田市

豊能町

能勢町

門真市

守口市

四條畷市

枚方市

寝屋川市

大東市

交野市

東大阪市

八尾市

大阪労連10年10月実施

％ 円 ％ 円

144,500 10% 14,450 3.5% 5,057 153,893 153,893 現時点では具体化していない

141,200 15% 21,180 3.7% 5,224 157,156 157,015

155,700 12% 18,684 174,384 174,384
法の趣旨に従い、労働条件などの整備を実施できるよう随時
検討し、必要に応じて職員団体との協議を行っていく方針で
す。

155,700 6% 9,342 165,042 165,042

155,700 10% 15,570 171,270 171,270

市の「アウトソーシング指針」において、業務従事者の適正な
労働条件を確保するよう、委託業者等に指導する旨定めてい
る。また、指定管理者制度においては、指定期間を原則5年と
し、指定管理団体の雇用安定にも配慮している。

155,700 12% 18,684 174,384 174,384

155,700 3% 4,671 160,371 160,371

155,700 10% 15,570 171,270 171,270 未定

155,700 11% 17,127 3% 5,185 167,642 167,642 未定

155,700 10% 15,570 2.5% 4,282 166,988 166,988

155,700 3% 4,671 5% 8,019 152,352 163,255
未定直庸
△委託

155,700 0% 0 155,700 155,700 法の趣旨に反しないよう適切に対処していきたい。

155,700 12% 18,684 2.5% 4,359 170,025 166,988 未定

155,700 12% 18,684 2% 3,114 171,270 161,928
公共サービス基本法の具体化方向理念をふまえ、労働条件・
労働環境の整備に関しても、引き続き研究してまいります。

149,800 3% 4,494 154,294 154,294

155,700 10% 15,570 171,270 171,270
公共サービスの実施に従事する者の賃金・労働条件について
は労使交渉、労使合意を基本とし、　近隣自治体との均衡も
考慮して実施していきたい。

149,800 12% 17,976 167,776 167,776
これまでと同様、市民サービスの維持、向上につながる政策・
実務の運用を行っていく

149,800 10% 14,980 164,780 164,780
今後も各種法令にのっとり、適正に運用してまいりた
い。

155,700 3% 4,671 2% 3,114 157,257 161,928 法の主旨に沿って、適正な取り組みを行う

155,700 10% 15,570 171,270 171,270

155,700 10% 15,570 171,270 171,270
当法律の成立後、法の趣旨に配慮するよう庁内に通知を行っ
た。また、市に努力義務を求めるものとなっているため、現時
点では具体的な方策については考えていない。

公共サービス基本法の具体化方向地域手当
昨年合計

行政職の高卒初任給
備考および
特記事項

独自カット
本俸
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柏原市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

富田林市

河内長野市

大阪狭山市

河南町

太子町

千早赤坂村

堺市

高石市

泉大津市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

和泉市

泉南市

阪南市

忠岡町

田尻町

熊取町

岬町

合計･平均･○
×件数／最低額
△件数／最高額

％ 円 ％ 円

公共サービス基本法の具体化方向地域手当
昨年合計

行政職の高卒初任給
備考および
特記事項

独自カット
本俸

149,800 3% 4,494 154,294 158,788

155,700 6% 9,342 165,042 165,042

155,700 6% 9,342 165,042 166,599 未定

155,700 6% 9,342 165,042 165,042
適宜、市民の方々の意見を求め、より一層それらが反映され
た公共サービスの実施に努めていく

149,800 6% 8,988 158,788 165,042 未定

155,700 6% 9,372 165,072 165,042
勤務条件につては、国や他の地方公共団体の職員との均衡
を考慮し、適正化に努めるとともに、人材育成基本方針に基
づき職場環境の整備に努めている

155,700 10% 15,570 171,270 166,599 検討中

155,700 3% 4,671 160,371 160,371 検討中

155,700 3% 4,671 160,371 160,371 特になし

140,100 3% 4,203 5% 7,005 137,298 144,303

149,800 10% 14,980 164,780 164,780 現在のところ、具体化には至っていない。

149,800 11% 16,478 166,278 171,270
近隣自治体の動向を踏まえながら、適切な労働条件の確保
及び、労働環境の整備について検討していきたい。

155,700 6% 9,342 165,042 165,042

151,300 6% 9,078 160,378 161,891

157,200 6% 9,432 166,632 166,632
現在も適正な労働条件の確保に努めています。今後も必要に
応じて、新たな施策を講じていきたい。

151,300 6% 9,078 160,378 160,378

155,700 6% 9,342 2% 3,301 161,741 163,267 特になし

155,700 3% 4,671 3% 4,671 155,700 160,371 超過勤務の管理、産業医の面談等積極的に行っている。

155,700 3% 4,671 160,371 160,371
従来より適正な労働条件の確保、労働環境の整備に努めて
いるところですが、現時点では具体化は行っていない。

155,700 3% 4,671 2% 3,207 157,164 152,353
住民ニーズの把握と職員（非正規職員含む）の勤務条件の改
善について検討していきたい。

155,700 3% 4,671 160,371 160,371
労働条件は一定の確保がされていると考える為、特段の措置
を講じる予定はない。

155,700 3% 4,671 160,371 160,371
全庁的に基本法の趣旨などを認識し、さらに留意して行政
サービスの提供に努めるよう通知している。

155,700 3% 4,577 2% 3,114 157,163 157,257
労働安全衛生委員会を設置し、産業医と共に職場巡回や、労
働相談などを行い、適正な労働環境になる様、努めている。

153,657 7% 10,622 3% 4,589 162,923 163,506
140,100 0% 0 2% 3,114 137,298 144,303

157,200 15% 21,180 5% 8,019 174,384 174,384
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